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池田市景観計画の策定検討について

【報告事項】



景観計画について

景観計画とは
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・大阪府では2008年10月に「大阪府景観計画」

を策定。

・43市町村のうち20市、2町では独自の景観計画

を策定済。（2026年2月現在） （大阪府景観計画より）

良好な景観形成を推進する区域において、

景観形成の方針、建築行為等に対する制

限に関する事項等を定めるもの。

（景観法第８条）

【建築行為等の届出制度】

景観計画に位置付けた景観計画区域

内で、対象となる建築行為 等を行う際

に、あらかじめ届出が必要となる。

（景観法第１６条）



景観計画の内容及び策定効果等（国交省手引きより）
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景観計画について
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景観計画の策定の主な流れ（国交省手引きより）

景観計画について
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池田市景観計画の策定に向けた方向性（素案）

景観計画について

【現 状】
■ 大阪府景観計画および大阪府屋外広告物条例による広域的な景観指導
■ 五月山景観保全条例による限定的な景観指導
■ 景観に関連する都市計画

・高度地区（第１種・第２種）

・風致地区（昭和16年12月当初決定）

池田山風致地区（五月丘１～５丁目・畑３～５丁目・城山町・建石町・綾羽２丁目等）
待兼山風致地区（石橋３丁目） 鼓ケ滝風致地区（古江町）

【景観計画策定の基本目的】

■ 市街地から望む五月山眺望の保全

■ 細河地域の田園景観の保全と土地利用のルール形成

■ 駅周辺・住宅地内の都市景観の向上

■ 都市計画規制との整合を図り、合理的な土地利用誘導

⇒ 市独自の景観方針・基準がなく、総合的な景観・都市空間誘導は困難な状況

⇒ 現行都市計画規制が、将来的な都市更新・土地利用のニーズと乖離しつつある



（参考）池田山風致地区（S17年状況）
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（参考）池田山風致地区（R7年状況）
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池田市景観計画の策定に向けた方向性（素案）

景観計画について

【重点課題と検討事項】

■ 眺望景観（五月山の眺望軸の設定・高さ誘導など）

■ 田園景観（細河地域の無秩序な土地利用抑制など）

■ 都市景観（駅前エリアのデザインコードの検討など）

■ 広告景観（市独自の屋外広告物基準の検討など）

■ 都市計画連動（風致地区・高度地区の見直し）

Ｒ11年度

現況整理

景観計画骨子作成

景観条例案の検討

景観計画素案作成

景観条例公布

景観計画策定公表

景
観
計
画
の

運
用
開
始風致地区・高度地区

現況評価

都市計画見直し案検討

府・関係機関調整
都市計画変更手続き

Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度

【景観計画の策定に向けた想定スケジュール】



池田市市街化調整区域まちづくり基本方針の

見直し検討について

【報告事項】



池田市市街化調整区域まちづくり基本方針（令和３年５月策定）
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見直しの方向性（案）

池田市市街化調整区域まちづくり基本方針（令和３年５月策定）

【基本方針策定後の状況】

策定から５年経過に伴う中間見直し

事業の進捗状況や今後の取組み方針等にあわせた一部見直し

■ 農園芸振興に向けた地域計画（令和７年３月策定）との連携

■ 農福連携事業 × スマート農業テストベッドの実証成果の展開

■ 景観計画の策定に向けた取組みとの連携

■ 地域拠点施設整備に向けた取組み（令和３年度～）

・市街化調整区域における地区計画ガイドライン（令和５年３月）の見直し


